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�愛媛県告示第１４３１号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

平成２７年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� １―（２，３―ジヒドロベンゾフラン―５―イル）―Ｎ―メ

チルプロパン―２―アミン及びその塩類

� ［１―（４―フルオロベンジル）―１Ｈ―インドール―３―

イル］（ナフタレン―１―イル）メタノン及びその塩類

� Ｎ―（４―フルオロフェニル）―Ｎ―［１―（２―フェネチ

ル）ピペリジン―４―イル］ブタナミド及びその塩類

� Ｎ―（１―アミノ―３―メチル―１―オキソブタン―２―イ

ル）―１―（２―フルオロベンジル）―１Ｈ―インダゾール―

３―カルボキサミド及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物。

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

平成２７年１２月５日
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�愛媛県告示第１４３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市高柳土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成２７年１２月１１日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

退 任
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�愛媛県告示第１４３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市下泉土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

�愛媛県告示第１４３２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２７年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

アイン薬局四国中央店 四国中央市上分町７３４－３ アイン分割準備株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２７年
１１月１日

アルファ調剤薬局 今治店 今治市南大門町２丁目１番地２１ 株式会社アルティザン 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２７年
１１月１日

丸之内薬局 宇和島市丸之内１丁目１－９ 愛ファーマシー株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２７年
１１月１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐々木 豊 春 新居浜市下泉町一丁目４番３０号

毎週（火・金）曜日発行 第２７３２号 平成２７年１２月１１日

平成２７年１２月１１日金曜日 第２７３２号
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平成２７年１２月１１日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

退 任

�愛媛県告示第１４３５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年１２月１１日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１４３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１２月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－２７）第１６７４３号 平成２７年
８月２６日 重松兄弟設備� 清水盛士郎 松山市谷町甲７８－１ 平成２７年

１１月９日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２４）第１２９８５号 平成２５年
２月１３日 ユーエス技建� 宇都宮秀恵 松山市安城寺町１７４－４ 平成２７年

１１月１０日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１７３５８号 平成２６年
７月１８日 未来設計� 小野下忠義 松山市来住町１６０－５ 平成２７年

１１月１０日

建築工事業、大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２７）第３２５２号 平成２７年
６月２４日 露口建設� 露口 泰臣 上浮穴郡久万高原町東明

神３６９－２
平成２７年
１１月１６日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－２４）第１６１５１号 平成２４年
７月１９日 �カメイ 亀井 敬司 松山市須賀町３－２７ 平成２７年

１１月２５日 塗装工事業 建設業の廃止
（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第３３号

平成２７年１２月２日
東温市下林字上屋敷甲１０７３番４、１０７３番５、１０７３番１１

今治市本町５丁目１番３２号

新 山 貴 志

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号 八幡浜市真網代甲２６２－３ 平成２７年１２月１１日

〃 〃
八幡浜市真網代乙６－１２から

同市真網代乙４２－２０まで
〃

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐々木 豊 春 新居浜市下泉町一丁目４番３０号

平成２７年１２月１１日 発行

愛 媛 県 報平成２７年１２月１１日 第２７３２号

１１７８


